
校  則 

 
第一章 総 則 

第1条 目 的 本校の教育目標及び、指導の重点に従い、生徒の心身の健全

な発達と学力の向上を図り、生徒一人一人の能力・適性に応じて将来の進

路の決定を目指すことを目的とする。 

第2条 名称 本校は東京都立篠崎高等学校と称する。 

第3条 位置 本校は東京都江戸川区東篠崎1丁目10番1号に置く 

第4条 課程および学科 本校は全日制課程普通科とする。 

  定点については東京都教育委員会の定めるとおりである。 

第5条 修業年限 本校の修業年限は3年とする。 

 

   第二章 学年・学期および休業日 

 

第6条 学年 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、第1学

年は入学式の日に始まり、第3学年は卒業式の日をもって終わる。 

第7条 学期を分けて、次の三学期とする。 

    第1学期 4月1日から8月31日まで 

    第2学期 9月1日から12月31日まで 

    第3学期 1月1日から3月31日まで 

第8条  休業日 休業日は次のとおりとする。 

     1．国民の祝日に関する法律に規定する休日 

    2．日曜日、土曜日 

    3．開校記念日 

    4．春季休業日 3月26日から4月5日まで 

    5．夏季休業日 7月21日から8月31日まで 

    6．冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで 

    7．都民の日条例の規定する日 

    8．その他、東京都教育委月会が定める日 

  ただし、春季休業日に関しては特別の定めをすることが ある。 

第9条 臨時休業等 災害その他やむを得ない事情により、生徒の登校が不可

能なとき、また教育の実施上、特別の事情があるときは臨時に授業を行わ

ないことがある。なお、午前６時以降、東京都２３区東部に大雨警報・暴

風警報・大雪警報のいずれかが発令された場合の取り扱いは、次の通りと

する。 

（１）午前８時の時点で解除されている場合、午前１０時３０分登校（短縮４

０分授業の場合は、午前１０時１０分登校）とし、３校時より通常の授業

を行う。 

（２）午前８時の時点では発令中で、午前１０時の時点で解除されている場合、

午後１時登校（短縮４０分授業の場合は、午後０時２０分登校）とし、５

校時より通常の授業を行う。 

（３）午前８時の時点でも、午前１０時の時点でも発令中である場合、休校と

する。 

第10条 振替授業 特別の事情があるとき、授業日と休業日または休業日と授

業日をそれぞれ振り替えることがある。 

第11条 登下校 登下校は時程表の通りであるが、生徒は、 

始業10分前までに登校し、下校時刻の10分前までに校門 

を出るよう努める。登下枚の際は、交通規則を遵守し、本校生徒としての

品位を傷つける言動等をしてはならない。 

 

   第三章 教育課程及び教科書その他の教材 

 

第12条 教育課程教育課程は高等学校学習指導要領および東京都教育委員会

が別に定めた編成基準等による。 

第13条 教科書その他の教材本校が使用する教科書は文部大臣の検定を経た

ものの中から、学校が選定する。その他の教材については東京都教育委員

会の定めるところに従って学校が選定する。 

 

 

   第四章 人学・転退学・休学 

第14条 入学資格 本校に入学することのできる者は、東京 都に居住し、中学校ま

たはこれに準ずる学校を卒業した者、及び東京都教育委員会の定めるところによ

る。第15条 入学許可 第１学年入学許可者の決定は東京都教育委員会の定める

ところに従って校長が行う。 

第16条 入学手続 入学を許可された者は保護者・保証人連 

  署の上、所定の誓約書を校長に提出しなければならない。 

第17条 転学 他の高等学校へ転学を希望する者は、その事由を記して、保護者より

校長に願い出て許可を受けなければならない。 

第18条 退学 退学しようとする者は、その事由を詳細に記し、保護者より校長に願

い出て、その許可を受けなければならない。懲戒による退学は別に定める。 

第19条 休学 やむを得ない理由により休学を希望する時はその理由を証明する書

類を添え、保護者から校長に願い出て、許可を受けなければならない。休学の期

間等については東京都教育委員会の定めるところによる。なお、校長は生徒のう

ちで休養または療養の必要があると認めた者について、休学を命ずることがあ

る。 

第20条 復学 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者は復学願に休学の理

由が消滅したことを示す書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければな

らない。 

 

    第五章 単位・卒業の認定 

 

第21条 単位の認定等 単位の認定は、平素の成績・考査及び出席日数等によって決

める。進級・原級留め置き等については別に定める。 

第22条 卒業の認定 校長は本校所定の全課程を修了したと 

  認めた者に対し、卒業証書を授与する。 

 

    第六章 賞  罰 

 

第23条 表彰 校長は他の生徒の模範となる行為のあった生 

  徒を表彰することがある。 

第24条 懲戒 校長は教育上必要があると認めるときは、生 

  徒に懲戒を加えることがある。懲戒はその程度により、訓戒・謹慎・停学並びに

退学とする。ただし、退学は次の各号の一に該当する者に対してのみおこなう。 

1．性行不良で、改善の見込みがないと認められる者 

 2．学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 3．正当の理由がなくて出席常でない者 

 4．学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

    第七章 授業料等の納入 

 

第25条 授業料等 授業料等は保護者が納入しなければならない。授業料は、東京教

育委員会、また学校徴収金（PTA会費・生徒会費・積立金等）は、校長の定める

ところにより納入する。 

 

    第八章 補  則 

 

第26条 校則に関し、その他必要な事項は校長が定める。 

第27条 この校則は昭和51年12月27日より施行する。 



 


